
発注前
既存情報

（塗装履歴など）

工事着手前 成分調査

ＰＣＢ有り ＰＣＢ無し

工 事 湿式工法
（湿潤化が著しく困難な場合は、
湿潤化した場合と同等程度の
粉じん濃度まで低減させる方
策を講じた上で作業を実施）

乾式工法

橋梁の塗装はぎ取り工事の工法選定

労働基準監督署へ
施工工法確認

資料１８



事 務 連 絡

平成２９年５月１７日

各地方整備局 地域道路課長 殿

道路管理課長 殿

北海道開発局 地域事業管理官 殿

道路維持課長補佐 殿

沖縄総合事務局 道路建設課長 殿

道路管理課長 殿

国土交通省道路局

国道・防災課 課長補佐

道路保全企画室 課長補佐

環境安全課 課長補佐

既存塗膜の剥離作業に係る、鉛等有害物の含有状況の確認について

鉛等有害物を含有する既存塗膜の剥離作業については、「鉛等有害物を含有する塗料の

剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」（平成26年5月30日付け

国官技第58号）に基づき対応をされているところですが、通達の更なる周知徹底を図る

ため、下記のとおり対応をお願いします。

現在、契約手続き中及び工事未着手の契約済みの工事についても、本事務連絡を適用

するものとします。

なお、管内の自治体に対して情報の共有と参考周知の依頼をよろしくお願いいたしま

す。

記

１．既存塗膜の成分調査（鉛等有害物の含有状況）

工事着手前までに塗装履歴などを踏まえ、成分調査を行い鉛等有害物の含有

状況を確認する。

２．労働者の健康障害防止に必要な措置の実施

鉛等有害物の含有が確認された場合は、厚生労働省の基準の「（塗料の剥離等

作業を請け負う事業者について）」に基づく安全な方法で対応することを工事の

受注者へ周知すること。












